
脱原発 金曜ウォーク＠宇部 2012.08.12 から第 538 回 

山口県と中国電力に申入れ 

ともに漁業権について沈黙 

 
 「地元の同意がないまま県が許可するのはおかしい」 

画像は NHK TV 山口 2022年 11月 15日から  

11 月 15 日山口県、11 月 16 日中国電力に対して上関原発に反対する地元の団体が、上関原発計画を 

撤回する申入れを行いました。（裏面に中電への申入れ書を掲載）  

この中で、山口県も中国電力も「祝島の漁民に対して損害補償が何もなされていないのに公有水面埋

立が許可され、強行されることは、漁業権（財産権）の侵害であり、憲法 29 条に違反する」という

指摘に何も答えられませんでした。また、中国電力とのやり取りでは、現在上関町に常駐している職員は

40人であることがわかりました。工事があるわけでもないのに、人口2600人の町で一体何をしているのでし

ょうか。詳しくは、小中進さんのブログをご覧ください。  http://blog.konaka.sunnyday.jp/ 

11月 24 日 11時から、山口県への上関原発を建てさせない山口県民連絡会の申入れがあります。上関

原発はいらない！の声を大きくしましょう。 

考える素材 
発行：いのち・未来うべ 資料と意見№078  2022.11.18（金） 

宇部市立図書館雑誌スポンサー『世界』（岩波書店）を提供 

連絡先：〒755-0029 山口県宇部市新天町１丁目２−36 宇部市民活動センター「青空」 

ブログ：https://blog.goo.ne.jp/nonukes2013 電話 080-6331-0960（安藤公門） 

 

 

        

原発ゼロへ！金曜ウォーク＠宇部へご参加ください。 

  毎週金曜日 午後 6 時 集合場所：新川橋（ヒストリア宇部 横） 

    原発をめぐる動き、全国の運動など情報交換とアピールの場です 

 

 

https://blog.goo.ne.jp/nonukes2013


      

 

これは、大切なこと！！！ 

憲法 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 


